
会

出
口

去
る
一
月
二
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
常
務

理
事
会
に
お
い
て
、
次
の
案
件
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

一
、
日
本
学
術
会
議
第
一
四
期
会
員
の
候
補

者
の
選
定

竺
沙
雅
章
氏

浅
香
　
正
氏

現
理
事
の
右
記
二
氏
を
候
補
者
と
し
て
選

定
す
る
こ
と
。

．
な
お
、
会
員
の
候
補
者
の
資
格
認
定
は
三

月
二
〇
臼
ま
で
に
通
知
が
く
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
五
月
申
旬
か
ら
六
月

上
旬
ま
で
の
間
に
推
薦
人
会
議
が
閉
か
れ
、

会
員
決
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

両
座
薩
丁
田
一

一
晦
7
1

昭
和
胴
六
二
年
一
一
月
　
日
本
w
通
江
ム
耳
議
広
報
委
員
会

　
日
本
学
術
会
議
は
、
去
る
一
〇
月
二
一
日
か
ら

二
三
田
ま
で
第
一
〇
三
回
総
会
（
第
＝
二
期
・
六

回
目
）
を
開
催
し
ま
し
た
。
今
回
の
「
日
本
学
術

会
議
だ
よ
り
」
で
は
、
今
総
会
で
採
択
さ
れ
た
勧

告
を
中
心
と
し
て
、
同
総
会
の
議
事
内
容
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
本
会
議
の
第
一
三
期
も
、
余
す
と

こ
ろ
九
か
月
と
な
り
、
各
委
員
会
は
、
期
の
活
動

の
取
り
ま
と
め
に
向
け
て
一
層
活
発
に
審
議
を
進

め
て
い
ま
す
。

　
◇
総
会
報
告

　
総
会
第
一
臼
屠
の
午
前
中
に
は
、
会
長
か
ら
の

経
過
報
告
、
各
部
・
各
委
員
会
報
告
に
続
き
、
勧

告
・
対
外
報
告
等
四
つ
が
提
案
さ
れ
、
そ
の
う
ち

の
二
件
が
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
の
二
件
に
関

し
て
は
、
同
日
午
後
に
各
部
会
で
審
議
が
行
わ
れ
、

第
二
盲
目
の
午
前
中
に
一
件
が
、
第
三
日
巨
の
午

前
中
に
一
件
が
可
決
さ
れ
た
。

　
な
お
、
総
会
前
日
の
二
〇
日
午
前
に
は
富
合
部

会
が
開
催
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
案
件
の
予
備
的
な
説

明
、
質
疑
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
第
二
絶
目
午
後
に

は
「
食
糧
生
産
と
環
境
」
に
つ
い
て
の
自
由
討
議

（
詳
細
別
掲
）
が
、
第
三
日
目
の
午
後
に
は
常
置

委
員
会
、
特
別
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
第
一
日
目
午
前
。
ま
ず
、
利
根
川
進
氏
の
ノ
ー

ベ
ル
生
理
学
・
医
学
賞
受
賞
に
対
し
日
本
学
術
会

議
第
一
〇
三
回
総
会
の
名
に
お
い
て
祝
電
を
呈
す

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。

　
次
に
日
本
学
術
会
議
の
行
う
国
際
学
術
交
流
事

業
の
実
施
に
関
す
る
内
規
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

の
提
案
が
な
さ
れ
、
こ
れ
も
賛
成
多
数
で
可
決
さ

れ
た
。
こ
の
改
正
は
、
第
一
四
期
の
当
初
三
か
月

間
に
お
け
る
、
国
際
学
会
へ
の
一
連
委
員
の
代
表

派
遣
に
つ
い
て
、
必
要
な
経
過
措
置
を
講
ず
る
も

の
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
高
齢
化
社
会
特
刷
委
員
会
提
案
の

「
日
本
高
齢
社
会
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）

の
設
立
に
つ
い
て
」
（
勧
告
）
　
の
提
案
説
明
と
質

疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
医
療
技
術
と
人

間
の
生
命
特
別
委
員
会
報
告
「
脳
死
に
関
す
る
見

鰐
」
を
「
鼠
本
学
術
会
議
の
運
営
の
細
則
に
関
す

る
内
規
」
に
定
め
る
対
外
「
報
告
」
と
し
て
認
め

る
こ
と
に
関
す
る
提
案
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
同

特
別
委
員
会
が
そ
の
発
足
以
来
二
年
間
に
わ
た
っ

て
審
議
を
重
ね
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
前
回
四
月

の
総
会
で
は
討
論
の
過
程
で
さ
ら
に
検
討
す
る
必
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